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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
第
四
号
様
式
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
の
診
断
に
係
る
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
診
断
に
係

る
医
師
の
診
断
書
及
び
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
号

青
森
県
建
設
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
設
業
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
七
年
五
月
青
森
県
規
則
第
四
十
七
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で

(

こ
れ
ら
の
規
定
を
法｣

を

｢
(

法｣

に
、

｢)

に｣
を

｢

以
下
同
じ
。)

の
規
定
に

よ
り
、
法
第
十
三
条
に｣

に
、

｢

並
び
に｣

を

｢

及
び｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
百
三
十
四
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五

月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
二
条
の
五
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
五
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

名

称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は
事

業

所

の

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

八
戸
市
小
中
野
八
丁
目
一
五

の
一
三

変
更
後

株
式
会
社
佐
々
木

隆
蔵
商
店

佐
々
木

克
郎

八
戸
市
江
陽
四
丁
目
八
の
一

八

平
成

��･

�･

��

変
更
前

森

信
夫

変
更
後

株
式
会
社
七
洋

森

清

八
戸
市
新
湊
三
丁
目
七
の
六

��･

�･

�

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
い
な
ほ
会
菅
原
内
科
医

院

八
戸
市
大
字
窪
町
四

平
成

�	･

�･

�

ア
イ
セ
イ
薬
局
白
銀
店

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字
堀
ノ
外
九
の
三

〃

ア
イ
セ
イ
薬
局
田
面
木
店

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
堤
下
一
五
の
一

〃

ケ
イ
薬
局
是
川
店

八
戸
市
是
川
四
丁
目
二
の
四

〃

こ
こ
ろ
薬
局

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
西
ノ
平
二
五
の
二

二
九

〃

こ
ま
つ
や
薬
局

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
大
間
平
二
〇

の
一
五
七

〃



( )

青
森
県
告
示
第
百
三
十
六
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号)

第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号)

第
二
十
一
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
三
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
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よ
し
だ
耳
鼻
科
・
小
児
科

弘
前
市
大
字
中
野
二
丁
目
一
の
一
五

��

･

�･

�

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局
お
い
ら
せ
店

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ゆ
と
り

八
戸
市
青
葉
三
丁
目
一
六
の
一
五

〃

細
川
薬
局
大
学
通
り
店

十
和
田
市
東
十
三
番
町
一
の
七

��･

�･

�

ち
と
せ
ク
リ
ニ
ッ
ク

黒
石
市
ち
と
せ
一
丁
目
一
三
九

��･

�･

��

医
療
法
人
松
喜
会
鈴
木
内
科
医
院

十
和
田
市
西
五
番
町
二
四
の
三
八

��･

�･

�

か
ぜ
は
れ
薬
局

青
森
市
浪
館
前
田
二
丁
目
四
の
一
五

��･

�･

�

マ
エ
ダ
調
剤
薬
局
西
弘
店

弘
前
市
大
字
中
野
二
丁
目
一
の
一
三

��･

�･

��

有
限
会
社
平
成
堂
薬
局

青
森
市
大
字
浪
館
字
泉
川
二
二
の
一

��･

�･

��

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ぞ
み

弘
前
市
大
字
高
杉
字
五
反
田
二
三
〇
の
一

��･

�･

��

レ
モ
ン
薬
局

む
つ
市
中
央
一
丁
目
三
の
三
五

��･

�･

�	

み
や
ぞ
の
薬
局

弘
前
市
大
字
宮
園
五
丁
目
三
三
の
一

��･

�･

��

ふ
れ
あ
い
薬
局
平
川
店

平
川
市
柏
木
町
藤
山
二
四
の
八

〃

有
限
会
社
エ
ス
エ
ル
薬
局

八
戸
市
下
長
四
丁
目
一
〇
の
三
四

��･

�･

��

木
村
内
科
医
院

青
森
市
佃
三
丁
目
五
の
三
五

��･

�･

��

ヘ
ル
ス
ケ
ア
薬
局

青
森
市
橋
本
一
丁
目
八
の
七

��･

�･

��

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を

行

う

医

療

機

関

指
定
医
の

区

分

氏

名

名

称

所

在

地

担

当

す

る

診

療

科

名

指

定

年
月
日

難
病
指
定

医

秋
田

直
子

よ
し
だ
耳
鼻

科
・
小
児
科

弘
前
市
大
字
中
野

二
丁
目
一
の
一
五

小
児
科

平
成

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

秋
田

三
和

興

よ
し
だ
耳
鼻

科
・
小
児
科

弘
前
市
大
字
中
野

二
丁
目
一
の
一
五

耳
鼻
咽
喉
科

〃

難
病
指
定

医

蝦
名

昭
男

医
療
法
人
雄

心
会
近
藤
病

院

青
森
市
松
原
三
丁

目
一
三
の
二
一

呼
吸
器
内
科

��

･

�･

�

難
病
指
定

医

北
山

武
良

ち
と
せ
ク
リ

ニ
ッ
ク

黒
石
市
ち
と
せ
一

丁
目
一
三
九

内
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

近
藤

博
満

近
藤
内
科
胃

腸
科

青
森
市
筒
井
三
丁

目
一
四
の
三
二

内
科
、
胃
腸
科
、

循
環
器
科
、
呼
吸

器
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

桂

永
行

八
戸
赤
十
字

病
院

八
戸
市
大
字
田
面

木
字
中
明
戸
二

神
経
内
科

��

･

�･

��

難
病
指
定

医

田
野
崎

真

人

八
戸
市
立
市

民
病
院

八
戸
市
大
字
田
向

字
毘
沙
門
平
一

神
経
内
科

��

･

�･

�


難
病
指
定

医

鈴
木

英
幸

医
療
法
人
松

喜
会
鈴
木
内

科
医
院

十
和
田
市
西
五
番

町
二
四
の
三
八

内
科
、
循
環
器
科
、

呼
吸
器
科
、
消
化

器
科

��

･

�･

�



( )

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
追
良
瀬
字
相
野
山
一
九
五
の
五

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
三
十
八
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
中
村
町
字
下
山
ノ
井
一
五
六
の
一(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年３月９日 月曜日 第3967号 4

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
二
七
〇
か
ら

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
一
二
九
ま
で

変

更

の

区

間

前 前
変
更
の

前
後
別

九
・
九
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
九
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

三
二
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
四
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
四
十
一
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
山
東
二
丁
目
四
九
八
の
一

有
限
会
社
土
岐
商
会

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
七
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
山
東
二
丁
目
五
〇
〇
の
二

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
災
害
支
援
チ
ー
ム

三

代
表
者
の
氏
名

境

康
弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
大
鰐
町
大
字
八
幡
館
字
前
田
一
の
一
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
震
、
洪
水
等
の
災
害
時
に
救
援
活
動
を
す
る
と
と
も
に
、
救
援
活
動
を
行
う

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
間
の
連
携
を
図
り
、
互
い
に
助
け
合
う
市
民
社
会
の
形
成
を
目
指
す
事
業
を
行
い
、

災
害
時
に
お
い
て
、
効
果
的
な
活
動
が
出
来
る
体
制
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

五
所
川
原
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
三
三
八
号

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
二
七
〇
か
ら

む
つ
市
大
字
田
名
部
字
斗
南
岡
三
二
の
一
二
九
ま
で

平
成
��･

�･

�

後

九
・
九
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



( )

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
た
か
は
し
住
宅
設
計
所

二

代
表
者
の
氏
名

�
橋

正
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
寺
沢
二
六
の
一
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
三
〇
〇
三
七
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事

由
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九

条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
一
号

平
成
二
十
七
年
二
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
臨
時
会
の
議
を
経
た
平
成
二
十
六

年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
補
正
予
算

(

第
二
号)

ほ
か
二
件
の
要
領
を

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号)

附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号)

第
三
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾
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市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

五
所
川
原
市

金
木
町
嘉
瀬
端
山
崎
の
一

部金
木
町
喜
良
市
相
野
山
の

一
部
金
木
町
喜
良
市
小
田
川
山

の
一
部



( )

千円 千円 千円

千円 千円 千円
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平成26年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算 (第２号)

平成26年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算 (第２号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ445,004千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ929,046

千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表歳入歳

出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 事 業 収 入 ������� ������� ������	

１ 臨 海 収 入 ������� ������� �������

２ 市 川 収 入 � 
� �

歳 入 合 計 ������� ������� ������	

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 事 業 支 出 ������� ������� ������	

１ 臨海事業費 ������� ������� �������

２ 市川事業費 � 
� �

歳 出 合 計 ������� ������� ������	

平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計補正予算 (第１号)

平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところに

よる｡

(収益的収入及び支出の補正)

第１条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団桔梗野工業用地造成事業会計予算第２条本文に後段として次のよう

に加える｡

なお､ 一時借入金の返済金にあてるため､ 一般事業会計 (臨海事業剰余金) から長期借入金145,000千円を借り

入れる｡

平成26年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計補正予算 (第１号)

平成26年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによ

る｡

(収益的収入及び支出の補正)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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第１条 平成26年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計予算第２条本文に後段として次のように

加える｡

なお､ 一時借入金の返済金にあてるため､ 一般事業会計 (臨海事業剰余金) から長期借入金300,000千円を借り

入れる｡


